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規 則
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平成19年（2007年）12月28日

〒 920-8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所　金 沢 市 役 所
（題字　山出金沢市長）

　金沢美術工芸大学学則及び金沢美術工芸大学大学院学則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成19年12月28日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　
◉金沢市規則第87号
　　　金沢美術工芸大学学則及び金沢美術工芸大学大学院学則の一部を改正する規則
　（金沢美術工芸大学学則の一部改正）
第１条　金沢美術工芸大学学則（昭和47年規則第32号）の一部を次のように改正する。
　　第19条第８号中「第56条第２項」を「第90条第２項」に改める。
　　第22条第１項第４号中「第92条の３」を「附則第７条」に改める。
　（金沢美術工芸大学大学院学則の一部改正）
第２条　金沢美術工芸大学大学院学則（昭和54年規則第25号）の一部を次のように改正する。
　　第10条第１項第１号中「第52条」を「第83条」に改め、同項第２号中「第68条の２第４項」を「第104条第４項」
　に改め、同項第８号中「第67条第２項」を「第102条第２項」に改める。
　　第29条の２第３項中「第70条の２」を「第156条」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

公営企業管理規程

　金沢市ガス工事人の承認等に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。
　　平成19年12月28日

金沢市公営企業管理者　　古　　　田　　　秀　　　一　　
◉金沢市公営企業管理規程第18号
　　　金沢市ガス工事人の承認等に関する規程の一部を改正する規程
　金沢市ガス工事人の承認等に関する規程（昭和57年公営企業管理規程第７号）の一部を次のように改正する。
　第14条第１項第１号ア中「第69条の２」を「第108条」に改め、同号イ中「第41条」を「第50条」に改める。
　　　附　則
　この規程は、公布の日から施行する。
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